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第 1 章 香美市都市計画マスタープラン策定に当たって 

1 香美市都市計画マスタープラン策定の目的と役割 

（1）目的 

「都市計画マスタープラン」は、都市計画法第 18 条の 2 に定められた「市町村の都市計

画に関する基本的な方針」のことであり、都市の将来像を明らかにし、それを実現するための

土地利用の方針、都市施設（道路、公園、河川、下水道等）整備に関する方針などを定めるも

のです。 

近年の地方都市においては、人口減少、少子高齢化の進行、財政状況の逼迫
ひ っ ぱ く

、災害リスクの

増大など、都市を取り巻く環境は益々厳しさを増しており、本市においても例外ではなく、こ

れらに対応した持続可能な都市の経営、都市づくりが求められています。 

このようなことから、香美市都市計画マスタープランを策定するものです。 

 

（2）役割 

1）都市計画の決定・変更の指針 

香美市都市計画マスタープランは、本市における地域地区、都市施設、地区計画※等の都市

計画を決定・変更する際の指針となります。 

 

2）将来像の実現に向けた都市づくりの指針 

将来の都市づくりを進めていくためには、様々な施策や事業を実施する必要があり、都市計

画以外も含めて、施策間の調整や連携を図り、総合的で一体的な都市づくりを推進するための

基本的な指針となります。 

 

3）市民、民間事業者との協働の都市づくりの指針 

将来都市像、将来の基本目標等を市民、民間事業者と共有するとともに、それらの実現に向

けて互いの役割を理解しながら協働※の都市づくりを推進していくための指針となります。 

 

 

 

 

  



第 1 章 香美市都市計画マスタープラン策定に当たって 

 

2 

２ 香美市都市計画マスタープランの位置づけ 

香美市都市計画マスタープランは、上位計画である『第 2 次香美市振興計画』（平成 29 年 

3 月）及び『高知広域都市計画区域マスタープラン』（平成 30 年 3 月）に即するとともに、

本市のまちづくりに関する様々な計画にも整合するものです。 

策定に当たっては、アンケート調査、ワークショップ、パブリックコメント及び市民説明会

等により市民意見の反映を図るとともに、策定後には、概要版の配布やインターネット等によ

り広く市民への情報発信を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-1 香美市都市計画マスタープランと他計画との関連性 
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高知広域都市計画区域 

マスタープラン 
（都市計画区域の整備、 

開発及び保全の方針） 

第 2 次香美市振興計画 
（市町村の建設に関する 

基本構想） 

香美市関連計画 
・香美市まちづくり計画 

・香美市まち・ひと・しご

と創生総合戦略 

・香美市公共施設等総合管

理計画 

・香美市地域防災計画 

・香美市空き家等対策計画 

など 
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都市計画の施策・事業 

・土地利用の規制、誘導（市街化区域、用途地域※、地区計画等） 

・都市施設（道路、公園、河川、下水道等）の計画、整備 

 など 
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３ 香美市都市計画マスタープランの対象区域と構成 

（1）対象区域 

本市の都市計画区域※内には、市全体の 71％の人口が居住していますが、都市計画区域の

面積は市全域の 7％程度と小さい範囲であり、都市の構造や土地利用の方針等を定めていく

上においては、市域全体で検討していくことが望ましいと考え、香美市都市計画マスタープ

ランの対象区域を市域全域とすることとします。 

 

表 1-3-1 市域全域及び都市計画区域の面積、人口 

区 分 面積（k ㎡） 面積割合（％） 人口（人） 人口割合（％） 

香美市全域 537.86 100 26,802 100 

 都市計画区域 35.16 7 18,923 71 

注：人口は平成 30 年 4 月 1 日時点の住民基本台帳による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-1 都市計画区域の範囲 
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（2）構成 

香美市都市計画マスタープランは、「全体構想」「地域別構想」「マスタープランの実現に向

けて」で構成し、現況及びアンケート調査等の策定に至る資料を資料編としています。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-2 香美市都市計画マスタープランの構成 

  

全体構想 

・将来目標 

・将来都市構造 

・分野別の方針 

地域別構想 

・地域の将来目標 

・地域づくりの方針 

マスタープランの実現に向けて 

・基本理念、将来目標、将来人口を示します。 

・将来の都市のゾーン、エリア、拠点を示しま

す。 

・土地利用に関する方針、都市施設に関する方

針など、都市づくりの基本方針を示します。 

・地域の特性を踏まえ、地域の将来目標、地域

づくりの整備方針を示します。 

・都市づくりや地域づくりを効率的・効果的に

進めていくための、制度の活用や住民、民間

事業者との協働の方策を示します。 

資 料 編 

・香美市の現状 

・上位関連計画、法適用の状況 

・香美市都市計画マスタープラン策定経過など 


